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(57)【要約】
【課題】製造コストの上昇を抑制しつつ、熱抵抗を容易
に増減等調整して、良好な測定精度を得られる熱流セン
サ及び熱流センサの製造方法を提供する。
【解決手段】分子配列が縦方向に配列された単純構造を
有するモノフィラメント或いは、ポリフッ化ビニリデン
等の伸長性の少ない芯材５ｂの外周面５ｃに、第１導電
性金属である銅又はニッケル及びこれらの合金素材若し
くは、第２導電性金属であるコンスタンタン製金属素材
のうち、同一の銅又はニッケル及びこれらの合金又は、
コンスタンタン製金属素材と同じ或いは、同等の金属素
材によって、構成される連続金属膜層５ａを被設して、
円筒形状の導電性を有する電極脚部とすることにより、
熱抵抗を調整して、他の電極脚部及び埋設されるセンサ
基板２との間で、複数の熱電対３…が配列されたサーモ
パイルＳとして、最適化した熱流センサである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦横に配列された複数の貫通孔が絶縁性の基板に形成され、前記複数の貫通孔に異種金
属材料製の第１，第２導電性金属が交互に配設された電極脚部と、該基板の各側面で、隣
接配置された該第１，第２導電性金属で構成された電極脚部の端部間を、電気的に直列接
続すると共に、前記第１導電性金属，第２導電性金属又は、他の補償導線合金により構成
される第３導電性金属からなり、該基板の両側面に位置する表面金属層を有する熱流セン
サであって、
　前記第１，第２導電性金属で構成される電極脚部のうち、少なくとも何れか一方は、前
記基板の両側面間を貫通する絶縁材料製の芯材が、該基板に埋設された状態で、該芯材の
外周面に、貫通方向に沿って被設されて、前記各側面に位置する前記第３導電性金属に、
各端縁部を接続する連続金属膜層を有することを特徴とする熱流センサ。
【請求項２】
　前記連続金属膜層は、前記芯材の外周面を覆うメッキ層で形成し、該外周面の略全周を
覆うことにより、環状の断面形状を有する金属筒体を構成することを特徴とする請求項１
記載の熱流センサ。
【請求項３】
　前記第１，第２導電性金属で構成される各々の対となる電極脚部は、熱流量が、同等と
なるように、熱流方向の断面積が設定されていることを特徴とする請求項１又は２記載の
熱流センサ。
【請求項４】
　前記芯材が、伸長性の少ない材質で構成されていることを特徴とする請求項１乃至３の
うち、何れか一項記載の熱流センサ。
【請求項５】
　前記伸長性の少ない材質は、フッ素系樹脂繊維を原料として造られていることを特徴と
する請求項４記載の熱流センサ。
【請求項６】
　前記伸長性の少ない材質は、フッ化ビニリデンであることを特徴とする請求項５記載の
熱流センサ。
【請求項７】
　前記伸長性の少ない材質は、分子配列が縦方向に配列された単純構造の樹脂繊維材料で
あることを特徴とする請求項４乃至６のうち、何れか一項記載の熱流センサ。
【請求項８】
　前記第１導電性金属，第２導電性金属のうち、何れか一方と同一金属若しくは、同一金
属を含む合金で、前記第３導電性金属を構成して、前記基板の一側面若しくは他側面に位
置する表面金属層を、同温度とすることを特徴とする請求項１乃至７のうち、何れか一項
記載の熱流センサ。
【請求項９】
　前記第１導電性金属，第２導電性金属は、それぞれ銅又はコンスタンタンであり、前記
第３導電性金属は、銅又は、コンスタンタンのうち、前記第１導電性金属，第２導電性金
属のうち、何れか一方の同一金属若しくは、同一金属を含む同種の合金で、前記第３導電
性金属を構成することにより、前記基板の同一側面に位置する表面金属層の温度が、接続
された端部の温度と同等となることを特徴とする請求項１乃至８のうち、何れか一項記載
の熱流センサ。
【請求項１０】
　前記芯材が、前記基材を構成する絶縁性樹脂材料と同等の絶縁性樹脂材料で構成されて
いることを特徴とする請求項１乃至９のうち、何れか一項記載の熱流センサ。
【請求項１１】
　前記芯材の外周面に沿って、前記第１導電性金属素材又は、第２導電性金属素材のうち
、少なくとも何れか一方が被設された状態で張設して、周囲の間隙を埋める絶縁性樹脂材
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料を充填して、硬化させることにより、前記基板に用いる、基材樹脂塊を形成すると共に
、前記芯材の延設方向と直交する方向へ、該基材樹脂塊を平板状となるように切断するこ
とを特徴とする請求項１乃至１０のうち、何れか一項記載の熱流センサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、伝熱測定に用いられる面状の熱流センサ及び熱流センサの製造方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、例えば、建材としての断熱材の開発等に欠かせない役割を果たしているのが、
断熱材の熱伝導率を測定する熱流センサである。
【０００３】
　この熱流センサによる熱伝導率の測定精度の向上は、断熱材の過剰な使用によるスペー
スや資源の無駄の防止や、不十分な断熱施工によるエネルギーの無駄を避ける上でも望ま
しい。
【０００４】
　このような建材に用いられる個々の断熱材は、熱伝導率が０．０２Ｗ／ｋ．ｍ（平均気
温２０°ｃ）前後であるので、熱伝導率の測定は容易ではない。
【０００５】
　しかしながら、建物の一部として実際に用いられる状態若しくは、その状態に近い状態
で、内，外壁面パネル材等が、複数組み合わせられた建材となった状態では、内，外側面
間を通過する熱流束の測定を行うことにより、比較的に容易に、断熱性能を測定すること
が出来る。
【０００６】
　例えば、この測定には、図１２及び図１３に示す様な所謂サーモパイルＳが、用いられ
る。このサーモパイルＳは、複数の熱電対を面状に配列して、測定点を分散させると共に
、これらの熱電対を直列に接続することにより、熱起電力を集積し、測定精度を向上させ
るように構成されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
　このようなサーモパイルＳ自体を構成するセンサ基板は、絶縁性のガラスエポキシ樹脂
製の薄板等によって、熱抵抗が小さくなるように薄板状に構成されている。
【０００８】
　また、添着された被測定物Ｙの表面部位における温度分布差によって、測定される熱流
束値が影響を受けないように、複数の熱電対が、均等間隔を置いて配列されている。
【特許文献１】特開２００４－３７０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような従来のサーモパイルでは、被測定物Ｙの表面部位に温度分布
差による熱流束の測定値への影響が、少なくなるように、微細な寸法を有する多数の異種
金属を、小面積のセンサ基板２の面内外方向へ貫通させて、均等間隔に配列させている。
【００１０】
　このため、多数の貫通孔を形成して、熱電対を構成する導電性金属線材の各端縁を表裏
側面に位置させたり、或いは巻付けて、金属線材の長手方向寸法を延長して、表裏側面に
温度差Ｔ１－Ｔ２が、維持されるように構成されている。
【００１１】
　例えば、熱電対を構成する一方の金属材料としてのコンスタンタン等を用いて、金属線
材の断面積を小さく設定する場合、これらの多数の金属線材の加工が困難で、製造コスト
の上昇を招くと共に、断線や、或いは接触不良等が発生してしまう虞があった。
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【００１２】
　そこで、この発明は、製造コストの上昇を抑制しつつ、熱抵抗を容易に増減等調整して
、良好な測定精度を得られる熱流センサ及び熱流センサの製造方法を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、縦横に配列された複数の貫通孔が絶
縁性の基板に形成され、前記複数の貫通孔に異種金属材料製の第１，第２導電性金属が交
互に配設された電極脚部と、該基板の各側面で、隣接配置された該第１，第２導電性金属
で構成された電極脚部の端部間を、電気的に直列接続すると共に、前記第１導電性金属，
第２導電性金属又は、他の補償導線合金により構成される第３導電性金属からなり、該基
板の両側面に位置する表面金属層を有する熱流センサであって、前記第１，第２導電性金
属で構成される電極脚部のうち、少なくとも何れか一方は、前記基板の両側面間を貫通す
る絶縁材料製の芯材が、該基板に埋設された状態で、該芯材の外周面に、貫通方向に沿っ
て被設されて、前記各側面に位置する前記第３導電性金属に、各端縁部を接続する連続金
属膜層を有する熱流センサを特徴としている。
【００１４】
　また、請求項２に記載されたものは、前記連続金属膜層は、前記芯材の外周面を覆うメ
ッキ層で形成し、該外周面の略全周を覆うことにより、環状の断面形状を有する金属筒体
を構成する請求項１記載の熱流センサを特徴としている。
【００１５】
　更に、請求項３に記載されたものは、前記第１，第２導電性金属で構成される各々の対
となる電極脚部は、熱流量が、同等となるように、熱流方向の断面積が設定されている請
求項１又は２記載の熱流センサを特徴としている。
【００１６】
  また、請求項４に記載されたものは、前記芯材が、伸長性の少ない材質で構成されてい
る請求項１乃至３のうち、何れか一項記載の熱流センサを特徴としている。
【００１７】
  そして、請求項５に記載されたものは、前記伸長性の少ない材質は、フッ素系樹脂繊維
を原料として造られている請求項４記載の熱流センサを特徴としている。
【００１８】
　更に、請求項６に記載されたものは、前記伸長性の少ない材質は、フッ化ビニリデンで
ある請求項５記載の熱流センサを特徴としている。
【００１９】
　また、請求項７に記載されたものは、前記伸長性の少ない材質は、分子配列が縦方向に
配列された単純構造の樹脂繊維材料である請求項４乃至６のうち、何れか一項記載の熱流
センサを特徴としている。
【００２０】
  更に、請求項８に記載されたものは、前記第１導電性金属，第２導電性金属のうち、何
れか一方と同一金属若しくは、同一金属を含む合金で、前記第３導電性金属を構成して、
前記基板の一方の側面若しくは他側面に位置する表面金属層を、同温度とする請求項１乃
至７のうち、何れか一項記載の熱流センサを特徴としている。
【００２１】
　そして、請求項９に記載されたものは、前記第１導電性金属，第２導電性金属は、それ
ぞれ銅又はコンスタンタンであり、前記第３導電性金属は、銅又は、コンスタンタンのう
ち、前記第１導電性金属，第２導電性金属のうち、何れか一方の同一金属若しくは、同一
金属を含む同種の合金で、前記第３導電性金属を構成することにより、前記基板の同一側
面に位置する表面金属層の温度が、接続された端部の温度と同等となる請求項１乃至８の
うち、何れか一項記載の熱流センサを特徴としている。
【００２２】



(5) JP 2012-255717 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

　また、請求項１０に記載されたものは、前記芯材が、前記基材を構成する絶縁性樹脂材
料と同等の絶縁性樹脂材料で構成されている熱流センサを特徴とする。
【００２３】
　そして、請求項１１に記載されたものは、前記芯材の外周面に沿って、前記第１導電性
金属素材又は、第２導電性金属素材のうち、少なくとも何れか一方が被設された状態で張
設して、周囲の間隙を埋める絶縁性樹脂材料を充填して、硬化させることにより、前記基
板に用いる基材樹脂塊を形成すると共に、前記芯材の延設方向と直交する方向へ、該基材
樹脂塊を平板状となるように切断する請求項１乃至１０のうち、何れか一項記載の熱流セ
ンサの製造方法を特徴としている。
【発明の効果】
【００２４】
　このように構成された請求項１記載の発明によれば、前記第１，第２導電性金属のうち
、少なくとも何れか一方は、前記基板に埋設された芯材に沿って被設された前記連続金属
膜層として、両端部が、前記基板の両側面に位置する前記各第３導電性金属に各々接続さ
れた状態で支持されて、電気的に導通可能とされている。
【００２５】
　このため、前記基板に配置された電極脚部として、前記第１，第２導電性金属を用いて
、熱電対を形成する際、該熱流方向に直交する方向の該第１，第２導電性金属の断面積を
、例えば、芯材の断面積及び外周寸法等を変更することにより、容易に増減させて設定す
ることが出来る。
【００２６】
　従って、電極脚部として用いる前記第１，第２導電性金属が、例えば、熱流束の方向に
直交する断面積を小さく設定した場合、加工が困難な素材であっても、これらの第１，第
２導電性金属の電気的な断線や、或いは接触不良等を発生させること無く、熱伝導量，熱
抵抗及び電気的抵抗の調整を行える。
【００２７】
　よって、例えば、熱流束の方向に直交する断面積を小さく設定して、熱抵抗を容易に増
大させることにより、良好な測定精度を得られる熱流センサを提供出来る。
【００２８】
　また、請求項２に記載されたものは、このコンスタンタン金属材料が、前記芯材の外周
面に対して、被設されるようにメッキ処理で略全周が覆われて、芯材の中心軸に沿う長手
方向に連続して、電気的に導通可能な前記各連続金属膜層が形成されている。
【００２９】
　このため、更に、一方の側面に被設される帯状若しくは糸状の連続金属膜層に比して、
円筒等、形状を限定して厚さ方向寸法及び芯材の直径方向寸法等のアスペクト比を用いる
いことにより、容易に熱抵抗値の計算を行うことが出来る。
【００３０】
　更に、請求項３に記載されたものは、前記第１，第２導電性金属で構成される各々の対
となる電極脚部は、熱流量が、同等となるように、熱流方向の断面積が設定されている。
【００３１】
　このため、容易に、熱流量のバランスを取ることが出来て、更に、測定精度を向上させ
ることが出来る。
【００３２】
  また、請求項４に記載されたものは、前記芯材が、伸長性の少ない材質で構成されてい
る。
【００３３】
　このため、前記芯材が、加工時若しくは測定使用時に、殆ど伸長しないので、この円筒
形状の連続金属膜層を、薄膜層化しても、長手方向に引っ張られて、切断されることが無
い。
【００３４】
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  そして、請求項５に記載されたものは、前記芯材を構成する伸長性の少ない材質は、フ
ッ素系樹脂繊維を原料として造られている。
【００３５】
　このため、加工時若しくは測定使用時に、殆ど伸長しないので、取り扱い性が容易で、
前記芯材を、比較的安価に構成出来る。
【００３６】
　更に、請求項６に記載されたものは、前記芯材を構成する伸長性の少ない材質は、フッ
化ビニリデンであるので、径方向寸法の設定が容易に行える。
【００３７】
　また、請求項７に記載されたものは、前記芯材を構成する伸長性の少ない材質は、分子
配列が縦方向に配列された単純構造の樹脂繊維材料である。
【００３８】
　このため、剪断方向に容易に切断可能で、更に取り扱い性が容易である。
【００３９】
  更に、請求項８に記載されたものは、前記第１導電性金属，第２導電性金属のうち、何
れか一方と同一金属若しくは、同一金属を含む合金で、前記第３導電性金属を構成して、
前記基板の一方の側面若しくは他側面に位置する表面金属層を、同温度とする熱流センサ
を特徴としている。
【００４０】
　このため、第３導電性金属で構成された表面金属層が、各部分全体が、一接点のように
測定代表点となり、同温度の中間金属として振る舞い、各金属線材の各端部と、金属筒体
の各端部との間に起電力を生じさせる（中間金属の法則）。
【００４１】
　そして、請求項９に記載されたものは、前記第１導電性金属，第２導電性金属は、それ
ぞれ銅又はコンスタンタンであり、前記第３導電性金属は、銅又は、コンスタンタンのう
ち、前記第１導電性金属，第２導電性金属のうち、何れか一方の同一金属若しくは、同一
金属を含む同種の合金で、前記第３導電性金属を構成することにより、前記基板の同一側
面に位置する表面金属層の温度が、接続された端部の温度と同等となる熱流センサを特徴
としている。
【００４２】
　このため、温度が同等となった表面金属層が接続された端部と同等となって、異種金属
の接続で得られる熱電対が容易に構成される。
【００４３】
　また、請求項１０に記載されたものは、前記芯材が、前記基材を構成する絶縁性樹脂材
料と同等の絶縁性樹脂材料で構成されている熱流センサを特徴としている。
【００４４】
　このため、基板であるエポキシ樹脂と同等の膨張率及び強度等の性能を有して、更に、
物理的変形への対応性が良好で、前記被設された連続金属膜層を良好な熱伝導状態のまま
、保持することができる。
【００４５】
　そして、請求項１１に記載されたものは、前記芯材の外周面に沿って、前記第１導電性
金属素材又は、第２導電性金属素材のうち、少なくとも何れか一方が被設された状態で張
設して、周囲の間隙を埋める絶縁性樹脂材料を充填して、硬化させることにより、前記基
板に用いる、基材樹脂塊を形成すると共に、前記芯材の延設方向と直交する方向へ、該基
材樹脂塊を平板状となるように切断する請求項１乃至１０のうち、何れか一項記載の熱流
センサの製造方法を特徴としている。
【００４６】
　このような請求項１１に記載された熱流センサの製造方法では、予め芯材の外周面に沿
って、前記第１導電性金属素材又は、第２導電性金属素材のうち、少なくとも何れか一方
が被設されているので、容易に、熱流束方向と直交する方向の断面積を増減等、設定出来
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、熱抵抗の最適なバランスを得ることが出来る熱流センサが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】この発明の実施の形態の熱流センサの要部の構成を説明する一部断面拡大斜視図
である。
【図２】実施の形態の熱流センサで、（ａ）は、芯材を設けた電極脚部の一方の金属の構
成を説明する模式的な拡大断面斜視図、（ｂ）は比較例として示す線材の模式的な拡大断
面図である。
【図３】実施の形態の熱流センサとしてのサーモパイルの正面図である。
【図４】実施の形態の熱流センサで、図３中Ａ－Ａ線に沿った位置での拡大断面図である
。
【図５】実施の形態の熱流センサで用いられる中間金属の法則を説明し、（ａ）は、一般
的な熱電対を多数個、埋設したサーモパイルの模式的な断面図、（ｂ）は、この実施の形
態のサーモパイルの図４に相当する部分で、等価となるサーモパイルの模式的な断面図で
ある。
【図６】実施の形態の熱流センサの製造方法で、型枠に金属素材をセットして、液状溶融
樹脂材を流し込む様子を説明する分解斜視図である。
【図７】実施の形態の熱流センサの製造方法で硬化した樹脂塊を型枠から取り出す様子を
説明する分解斜視図である。
【図８】実施の形態の熱流センサの製造方法で、取り出された樹脂塊をサーモパイルのセ
ンサ基板として、平板状に切り出す工程を説明し、（ａ）は、硬化した樹脂塊の端面を切
り揃える工程を、（ｂ）は、厚さ方向寸法ｈで、複数枚のセンサ基板を切り出す工程を説
明する模式的な斜視図である。
【図９】実施の形態の熱流センサの製造方法で、センサ基板の側面に、メッキ処理を施す
工程を説明し、（ａ）は、平板状のセンサ基板にエッチングを施す様子を説明する模式的
な斜視図、（ｂ）は、センサ基板に、銅メッキ処理を施す為、メッキ槽に浸ける様子を説
明する模式図、（ｃ）は、表面金属層及び端子片がメッキ処理により形成されたサーモパ
イルの模式的な斜視図である。
【図１０】本願発明の実施の形態の実施例１の熱流センサで、サーモパイル一端部の構成
を説明する要部の拡大平面図である。
【図１１】実施の形態の実施例１の熱流センサで、図１０中Ｂ－Ｂ線に沿った位置での拡
大断面図である。
【図１２】一般的な熱流センサとして、サーモパイルを用いて、被測定物である建物の外
壁部等の断熱性能を測定している様子を示す模式的な斜視図である。
【図１３】一般的な熱流センサで、熱流量Ｑの方向を矢印で示す図１２中Ｃ－Ｃ線に沿っ
た位置での要部の縦断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下、この発明の実施の形態の熱流センサを、図面に基づいて説明する。
【００４９】
　図１乃至図１３は、熱伝導率及び熱流量等を測定するための複数の熱電対が、平板面状
に形成された基板としてのセンサ基板２に、略等間隔で配列されてなる熱流センサとして
のサーモパイルＳ及びその製造方法を示すと共に、中間金属の法則等及び、このサーモパ
イルＳを用いた熱流量Ｑの測定方法を説明するものである。
【００５０】
　まず、図１乃至図５を用いて、この実施の形態の熱流センサとしてのサーモパイルＳの
構成について説明する。
【００５１】
　この実施の形態のサーモパイルＳでは、前記熱流センサ本体として測定代表点の絶対温
度を個別に測定可能な熱電対３…が、図１に示すようなエポキシ樹脂製の絶縁性樹脂材料
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によって構成される前記センサ基板２に、所定の配列及びピッチが設けられて、面内，外
方向へ、貫通形成された複数の貫通孔９…，１０…には、等間隔で配置される複数の金属
線材４…と、これらの金属線材４…の列に対して、交互の列となるように、等間隔で配置
された金属筒体５…とが、電極脚部として埋設されている。
【００５２】
　この金属筒体５…を構成する第２導電性金属は、前記金属線材４…を構成する銅又は、
ニッケル等の金属とは、異種金属であるコンスタンタン等で構成されている。
【００５３】
　そして、これらの第１，第２導電性金属のうち、センサ基板２の各側面２ｃ，２ｄに露
呈する各端部間が、第３導電性金属により、接続されることにより、センサ基板２の両側
面間の温度差によって、起電可能な多数対の熱電対３…が、構成されている。
【００５４】
　すなわち、このサーモパイルＳのセンサ基板２の各両側面２ｃ，２ｄには、これらの金
属線材４及び金属筒体５間を、通電可能に各々接続する複数の表面金属層６…が形成され
ている。
【００５５】
　これらの表面金属層６…は、前記第１導電性金属，第２導電性金属又は、他の補償導線
合金若しくは、これらと同等の金属製材料により構成される第３導電性金属で構成されて
、前記第１導電性金属，第２導電性金属と同じ条件下では、一つの中間金属として扱える
特性を有する補償導線合金等が用いられている。
【００５６】
　この実施の形態のセンサ基板２の両方の側面２ｃ，２ｄには、図１に示すように、平面
視略矩形状を呈する多数（又は複数）の表面金属層６としての表面コンスタンタン層６ａ
…が、配列されている。
【００５７】
　また、このセンサ基板２の側面２ｃとは、反対側（他方）の側面２ｄには、平面視略長
方形形状を呈する多数（又は複数）の表面金属層６としての表面コンスタンタン層６ａ…
が、配列されている。
【００５８】
　この実施の形態の表面金属層６，６は、前記第２導電性金属として用いられるコンスタ
ンタンと同じコンスタンタン金属素材で構成された第３導電性金属によって、形成されて
いて、両側面２ｃ，２ｄに、メッキ処理が施される際に、各々このセンサ基板２の両側面
２ｃ，２ｄの表面に付着して、薄膜層状の表面コンスタンタン層６ａ，６ａとなるように
構成されている。
【００５９】
　そして、面内，外方向に長手方向を有する複数の熱電対３…の各金属線材４…及び円筒
形状の各金属筒体５…の各両端部が、このコンスタンタンのメッキ処理が行われる際に、
表面金属層６，６の表面コンスタンタン層６ａ，６ａに対して、交互に通電可能となるよ
うに電気的に接続される。
【００６０】
　この実施の形態のサーモパイルＳのセンサ基板２は、主に、平板状に形成されて、前記
複数の熱電対３…の各金属線材４及び金属筒体５…が、面内，外方向に貫通するように、
配列されて、測定代表点の絶対温度が個別に測定可能である他、局所的な温度差あるいは
温度勾配に比例した電圧が出力される。
【００６１】
　そして、これらの複数の熱電対３…が、端子片７，８間で直列に接続されることにより
、このセンサ基板２の両側面間の温度差が、熱流量として等価となる測定電流に、高効率
で変換される。
【００６２】
　このため、このサーモパイルＳの一方の側面２ｃを、被測定物Ｙに添接させることによ
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り、被測定物Ｙの添接された表面側からの熱流量Ｑ又は、熱流束の値が、測定電流値とし
て測定されるように構成されている。
【００６３】
　すなわち、詳述すると、このセンサ基板２には、縦横にマトリックス状に配列された前
記表面金属層６を構成する表面コンスタンタン層６ａ…及び前記各端子片７，８の下方で
、両側に位置する表面金属層６，６の間には、図４に示すような第１貫通孔９…及び第２
貫通孔１０…が、面内，外方向を垂直に貫通するように形成されている。
【００６４】
　そして、前記第１貫通孔９…には、第１導電性金属としての銅製の金属線材４…が、各
々略丸棒状を呈して、軸方向を面内，外方向に沿わせた直線状に埋設されていて、前記セ
ンサ基板２の両側面に位置する各表面コンスタンタン層６ａ，６ａに各々電気的に接続さ
れている。
【００６５】
　また、前記第２貫通孔１０…内には、断面円筒形状の金属製膜材によって、各側面２ｃ
，２ｄ間の電気的な導通を行う金属筒体５…が、各々埋設されている。
【００６６】
　この金属筒体５は、各々前記センサ基板２の両側面間を貫通する絶縁材料であるポリフ
ッ化ビニリデン樹脂（フロロカーボン）製の糸状の芯材５ｂと、この芯材５ｂを中心に有
して、このセンサ基板２に埋設された状態で、図２中（ａ）に示す様に、この芯材５ｂの
外周面５ｃに、貫通方向に沿って被設された第２導電性金属としてのコンスタンタンで構
成される連続金属膜層５ａ…とを有することにより、主に構成されている。
【００６７】
  この実施の形態の芯材５ｂは、軸方向を面内，外方向に沿わせた直線状に張設される細
糸体によって構成されて、同一断面積を呈する断面形状を略真円形状としている。
【００６８】
　そして、この実施の形態では、このコンスタンタン金属材料が、前記芯材５ｂの外周面
５ｃに対して、被設されるようにメッキ処理で略全周が覆われて、芯材５ｂの中心軸に沿
う長手方向に連続して、電気的に導通可能な前記各連続金属膜層５ａ…が形成されている
。
【００６９】
　この金属筒体５のうち、前記芯材５ｂの直径を約φ５０（ミクロン）とすると、連続金
属膜層５ａの厚さ方向寸法ｗ１は、約１～１０（ミクロン）で、望ましくは、約２～３（
ミクロン）で、図２中（ｂ）に示す様に、例えば、線状のコンスタンタン材２５を使用す
る場合の加工限界である直径約φ１００（ミクロン）の直径ｄ２の場合に比して、断面積
を減少させて、熱抵抗を増大させる方向への調整が容易となっている。
【００７０】
　そして、この実施の形態では、面内，外方向（熱流束の方向）に直交する断面形状を、
円環形状とする導電体として、外径方向に位置する前記センサ基板２のエポキシ樹脂材料
の第２貫通孔１０の内側面と、この連続金属膜層５ａの外側面とを一体に融着させること
で、外力が加わっても変形しにくく、内，外両側面から支持されて、両各端部間に安定し
た通電特性を与えられる。
【００７１】
　従って、前記センサ基板２の各側面に位置する表面コンスタンタン層６ａ，６ａに、各
々電気的にこれらの各端部を各々接続することにより、前記銅線で構成される金属線材４
…と共に、異種金属の対となる電極脚部となって、熱電対３…が構成される。
【００７２】
　このうち、各金属線材４…に用いられる銅は、金属筒体５に用いられるコンスタンタン
に比して高い熱伝導率を有することが知られている。
【００７３】
　次に、この実施の形態の熱流センサの製造方法について、図２，図６乃至図９を用いて
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説明する。
【００７４】
　このような熱電対３…が複数個、直列に配線されて埋設されたサーモパイルＳを形成す
るには、図２中（ａ）に示す様に、先ず糸線状に延伸されたポリフッ化ビニリデン樹脂（
フロロカーボン）製の芯材５ｂが、陽極となるように帯電されている。導電性の素材は電
解槽に浸けて陽極に繋ぐ事によってメッキ処理が行われる。この際、この実施の形態のの
ように、ポリフッ化ビニリデン樹脂若しくは、プラスチック等の不導体にメッキを施す場
合には、表面に導電化処理が施されてから電解槽に浸けたり、或いは、真空蒸着によって
メッキが施される。
【００７５】
　次に、図６に示す様に、中央部に、略直方体形状のキャビティ空間３０を有する外枠体
１７の内側面間で、このキャビティ空間３０内を横断するように、複数の前記金属線材４
…と、金属筒体５…とが、平行でしかも交互となるように張設される。
【００７６】
　そして、底面部３２の四隅から、円柱部材３１…が各々突設された台座１６の上に、こ
の外枠体１７がセットされて、金型１５にエポキシ樹脂材３９を流し込むか或いは、液状
のエポキシ樹脂槽内に浸ける前工程の金型１５組立工程が終了する。
【００７７】
　次に、この金型１５のキャビティ空間３０の上部に開口形成された流入開口部１７ａか
ら、液状のエポキシ樹脂材３９が流し込まれる。
【００７８】
　このエポキシ樹脂材３９が硬化した後、図７に示す様に、前記台座１６の上から、前記
外枠体１７を外して、略直方体形状の基材樹脂塊４０が、前記キャビティ空間３０内の空
間から取り出される。
【００７９】
　図８中（ａ）に示すこの基材樹脂塊４０の端面部４０ａ，４０ａは、二点鎖線で示すよ
うに、平坦となるように切削される。
【００８０】
　そして、図８中（ｂ）に示される様に、前記基材樹脂塊４０の端面が、ワイヤカッタ５
０等が用いられて、所望の厚さ方向寸法ｈで切断されて、平面状のセンサ基板２…として
成型される。
【００８１】
　この際、前記各金属筒体５…が、芯材５ｂの外周面５ｃに蒸着されて、この芯材５ｂに
よって、内側から支持されているので、前記ワイヤカッタ５０により切断される際の押圧
力によって、前記第１，第２貫通孔９…，１０…の内側面から剥離したり、或いは、変形
や断線を起こす虞がない。
【００８２】
　次に、図９に示す様に、このセンサ基板２にメッキが施されて、前記各金属線材４…と
、各金属筒体５…との間が、第３導電性金属としての表面金属層６…の各表面コンスタン
タン層６ａ…によって、連結接続された状態となる。
【００８３】
　即ち、図９（ａ）中、二点鎖線に示す様に、前記センサ基板２の各両側面２ｃ，２ｄ全
体に、エッチング処理が施され、前記端子片７，８及び複数の表面金属層６…の各表面コ
ンスタンタン層６ａ…が形成される予定の部分が、残されている。
【００８４】
　この実施の形態では、図９中二点鎖線で示すように、センサ基板２の一方の側面２ｃ上
に短冊状（長方形状）の表面金属層６…各表面コンスタンタン層６ａ…が、ジグザグに複
数個、配列され、反対側の側面２ｄにも、前記直列に接続されるように、一部重ね合わせ
られた、短冊状（長方形状）の各表面コンスタンタン層６ａ…が、ジグザグに複数個、配
列される様に、エッチング処理が施される。
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【００８５】
  図９中（ｂ）に示すように、メッキ処理が施される際には、前記金属線材４の端部及び
、芯材５ｂに円筒状に被設された連続金属膜層５ａの端部とが、変形又は脱落等すること
なく、確実に、センサ基板２の両側面２ｃ，２ｄの端子片７，８及び複数の表面コンスタ
ンタン層６ａ…が形成される予定の部分に位置して外部に露出されている。
【００８６】
　このため、図９中（ｃ）に示すように、メッキ処理が施されると、前記端子片７及び端
子片８間では、これらの金属線材４の端部及び、連続金属膜層５ａの端部間が、第３金属
接続体で、しかも、この連続金属膜層５ａと同一のコンスタンタン金属素材で構成される
表面コンスタンタン層６ａ…によって、直列接続される。
【００８７】
　従って、微細なエッチング処理によって、接続不良が発生する虞が減少し、図９中（ｃ
）に示すように、表面金属層６…を構成する表面コンスタンタン層６ａ…が、センサ基板
２の一方の側面２ｃ及び他方の側面２ｄにジグザグに複数個、配列されて、多数の熱電対
の測定代表点が、面状に略均等に配分されることにより、温度分布の不均衡に影響を受け
にくくなる為、測定精度が良好なサーモパイルＳを構成することができる。
【００８８】
　この各表面金属層６…は、図１に示すように、各両側面２ｃ，２ｄの各表面コンスタン
タン層６ａ，６ａの端部が、長手方向を直交させて前記センサ基板２の面内外方向で、重
複する位置に、配置されている。
【００８９】
　このため、各表面コンスタンタン層６ａ，６ａ間が、前記センサ基板２の面内外方向の
最短距離で直線状に直列に配置される前記金属線材４…，及び金属筒体５…で、接続され
る。
【００９０】
　このように面状となるように略均等に分布している各熱電対３…は、微細な電流を個別
に発生させても、直列に配列されることにより、この直列回路の両端の前記端子片７，８
から、容易に熱流束値として、電流を測定することが出来る。
【００９１】
　しかも、各熱電対３…は、各側面２ｃ，２ｄで、面状となるように略均等に分布されて
いるので、添着された被測定物Ｙの表面部位における熱流量又は熱流束を計測する際、温
度分布差によって影響を受けにくく、更に測定精度を向上させることが可能である。
【００９２】
　また、この実施の形態では、金属線材４は、熱伝導率が、約４０３Ｗ／ｍ・Ｋの銅製で
あり、金属筒体５は、熱伝導率が、約２２Ｗ／ｍ・Ｋのコンスタンタンが用いられている
。このため、銅製の金属線材４の熱伝導率は、コンスタンタン製の金属筒体５の熱伝導率
の約１８倍となる。
【００９３】
　この結果、金属線材４と、金属筒体５の断面積が同じであれば、センサ基板２の一方の
側面２ｃから、他方の側面２ｄに移動する熱量は、銅製の金属線材４の方が、コンスタン
タン製の金属筒体５よりも約１８倍も多くなるので、被測定物の熱伝達率の測定が困難に
なる。
【００９４】
　従って、熱伝達率の測定を正確に行うためには、金属線材４と金属筒体５とを介してセ
ンサ基板２の一方の側面２ｃから他側面２ｄに移動する熱量とを、近似若しくは、同一と
なるように設定しなければならない。
【００９５】
　ここで、図５を用いて、中間金属の法則について説明する。
【００９６】
　比較例として示す図５（ａ）中二点鎖線に示す様に、センサ基板２の各側面２ｃ，２ｄ
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に、測定代表点を略均等に分布させる為、異種金属材料製の第１，第２導電性金属１０４
，１０５を斜めに張設した状態から、長手方向長さ寸法を長く設定することにより、熱抵
抗を増大させようとしても、センサ基板２の板厚方向の寸法Ｈ１が増大して、素材の有す
る熱伝導率λによっては、図１２及び図１３に示す様な通過する熱流量Ｑの過不足が生じ
て、充分な測定結果が得られない虞があった。
【００９７】
　また、図５（ａ）中実線に示す様に、前記第１，第２導電性金属１０４，１０５をセン
サ基板２の内部に位置する変曲点１０４ａ若しくは変曲点１０５ａ…等で、屈曲若しくは
湾曲させた状態で埋設すると、各第１，第２導電性金属１０４，１０５の長さや、曲げ点
を揃える等、加工が困難で、均質な熱電対１０３…を等間隔で揃えることが出来ず、測定
精度が向上しないといった問題があった。
【００９８】
　これに対して、この実施の形態のサーモパイルＳでは、図５（ｂ）中に示すように、均
一な板厚方向の寸法Ｈ２を有する前記センサ基板２の各側面２ｃ，２ｄに、測定代表点を
有する第３導電性金属からなる表面金属層６…を配列して、前記金属線材４の端部と、金
属筒体５の端部とを、この表面金属層６によって、接続させている。
【００９９】
　この表面金属層６…は、第２導電性金属に相当する金属筒体５のコンスタンタン金属素
材と同一のコンスタンタン金属素材によって構成されているので、この表面金属層６…部
分では、温度差Ｔ１－Ｔ２が生じても起電しない（所謂、均質回路の法則）。
【０１００】
　このため、前記センサ基板２の各側面２ｃ，２ｄに生じる温度差Ｔ１－Ｔ２は、表面金
属層６部分全体が、一接点のように測定代表点となり、前記表面コンスタンタン層６ａ…
が、同温度の中間金属として振る舞い、各金属線材４の各端部と、金属筒体５の各端部と
の間に起電力を生じさせる（中間金属の法則）。
【０１０１】
　このように、金属線材４と金属筒体５とは、熱伝達率（熱流量Ｑすなわち熱移動量）が
、略同じになるように、前記第１貫通孔９の内部の金属線材４の断面積が、比較的小径に
設定されるか、若しくは、円筒形状で、センサ基板２の両側面２ｃ，２ｄ間を貫通して、
直径寸法ｄ１を有する芯材５ｂの外周面に、貫通方向に沿って被設されることにより、近
似若しくは、略同一となるように調整されている。
【０１０２】
　即ち、金属線材４が、銅製の金属素材で構成されて、且つ金属筒体５が、コンスタンタ
ン製の金属素材で構成される場合には、前記各第１貫通孔９…の内部の金属線材４…の長
手方向長さ寸法を、センサ基板２の板厚Ｈ２方向で、全て均一とする条件の下では、各金
属筒体５…の各第２貫通孔１０…内の断面積よりも、断線することなく通電が可能な範囲
で小さく、若しくは、約１／１８の断面積に、この金属線材４…の各断面積を設定するこ
とにより、金属線材４と金属筒体５との熱伝達率（熱流量Ｑすなわち熱移動量）を、容易
に近似若しくは、略同一となるように設定することができる。
【０１０３】
　そして、温度が同等となった表面金属層６の各表面コンスタンタン層６ａが接続された
各金属線材４又は、連続金属膜層５ａの各端部では、異種金属の接続で得られる熱電対が
容易に構成される。
【０１０４】
　この実施の形態では、図５中（ｂ）に示す様に、コンスタンタン製の金属素材で金属筒
体５が、構成される場合には、更に、図２中（ｂ）で示す様に、小径となるように直径寸
法ｄ３を直径寸法ｄ２よりも細く加工する場合、コンスタンタン製の金属素材が切れやす
い。
【０１０５】
　また、張設状態において、金属素材が切断されやすい場合でも、図５中（ａ）に示す様
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に、直線方向への引張り強さを有する前記ポリフッ化ビニリデン樹脂の糸状の芯材５ｂを
用いることにより、熱抵抗値を決定する金属素材の断面積を、この直径寸法ｄ３を有する
金属線材と等価となる円筒形状断面を有する連続金属膜層５ａと略同一として、薄膜層化
しても、この円筒形状の連続金属膜層５ａは、前記芯材５ｂが、殆ど伸長しないので、長
手方向に引っ張られて、切断されることが無い。
【０１０６】
　更に、ナイロン等の他の合成樹脂繊維に比して、伸長しないので、前記連続金属膜層５
ａが、この芯材５ｂの外周面５ｃ及び第２貫通孔１０の内周面から剥離等する虞が無い。
【０１０７】
　次に、この実施の形態の熱流センサの作用効果について説明する。
【０１０８】
　このように構成された実施の形態の熱流センサでは、サーモパイルＳのセンサ基板２の
面内外方向に挿通された各熱電対３…を構成する金属線材４…と、金属筒体５…との間で
は、各端部間で、図１に示すメッキ処理等が施される際に形成される各表面コンスタンタ
ン層６ａ…によって直列接続されて、前記端子片７，８間に、計測される起電力が伝えら
れる。
【０１０９】
　この実施の形態では、前記センサ基板２の内部に、熱電対３を構成する銅製の金属線材
４と、コンスタンタン製の金属筒体５が、平行に配列された状態で維持されたまま、各側
面２ｃ，２ｄの面延設方向と直交するように垂直に固定されて、前記エポキシ樹脂材によ
って構成されるセンサ基板２に埋設されている。
【０１１０】
　また、同一厚さ方向寸法ｈを有するセンサ基板２に、平行でしかも、面延設方向と直交
するように垂直に設けられる熱電対３…を構成する各金属線材４…と、金属筒体５…との
面内，外方向の長さ方向寸法は、面延設方向の全ての部分で、略同一長さ方向ｈとなる。
【０１１１】
　しかも、面延設方向に対して、各金属線材４…及び、金属筒体５…が直交されて、即ち
、面内，外方向に沿わせて平行に、熱電対３…を配置出来、エポキシ樹脂材を硬化させる
際に、配設角度や配列間隔を容易に規則的に整えることが出来る。
【０１１２】
　このため、図１２，図１３に示すように、板厚方向である熱流量Ｑの伝達方向と、熱電
対３…によって、温度差を検出する測定代表点が形成される各金属線材４…及び金属筒体
５…の長手方向とを一致させることが出来て、温度分布の不均衡に影響を受けにくくなる
為、更に、測定精度を向上させることが出来る。
【０１１３】
　更に、面内外方向に挿通される熱電対３…を構成する金属線材４…の各端部と、前記金
属筒体５の各端部との間が、表面金属層６…を形成する為、面延設へメッキ処理を施すこ
とにより、両側面２ｃ，２ｄ上で、各々同時に接続される。
【０１１４】
　この際、環状の断面形状を呈する前記金属筒体５の端部は、円環形状を有する周上の全
周若しくは、少なくとも何れかの一点で、表面コンスタンタン層６ａと接続される。
【０１１５】
　金属筒体５を構成するコンスタンタン金属素材と、この表面コンスタンタン層６ａを構
成するコンスタンタン金属素材とは、同一種類であるので、メッキ処理が施される際に同
一金属同士で、確実に融着されて、電気的に導通可能となるように接続される。
【０１１６】
　また、第１貫通孔９の内側面に付着されている銅製の金属線材４…も、このメッキ処理
で、同時に、各端部を表面コンスタンタン層６ａに接続されて電気的に導通可能となる。
【０１１７】
　そして、前記表面コンスタンタン層６ａ…によって構成される表面金属層６…が、これ
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らの銅製の金属線材４と、隣接する金属筒体５とによって、異種間金属接続されることに
より、センサ基板２の両側面２ｃ，２ｄの表面側に、平面状で広い接触面積を有する測定
代表点が、広範囲に渡り、略均等に分布される。
【０１１８】
　更に、前記複数の熱電対３…が、比較的小さな面積のセンサ基板２の両側面２ｃ，２ｄ
に、良好な位置精度でマトリクス状に配列出来、温度分布の不均衡を是正することが出来
る。
【０１１９】
  また、図１に示す配列パターンによって、直列接続される各第１貫通孔９…内の銅製の
金属線材４…と、隣接する第２貫通孔１０…内の金属筒体５…との各端部位置が、予め前
記両側面２ｃ，２ｄに位置する各表面金属層６…のうち、面内，外方向で重なる部分に設
定されている。
【０１２０】
　このため、前記表面金属層６をメッキ処理により形成する際、表面コンスタンタン層６
ａ，６ａ間に位置するセンサ基板２内で、直線的に最短距離で、しかも、一度に接続する
ことができる。
【０１２１】
　従って、熱電対３…の配列精度が向上して、温接続点の分布を均等化することにより、
更に、熱流束の測定精度を向上させることが出来る。
【０１２２】
　また、この実施の形態では、このコンスタンタン金属材料が、前記芯材５ｂの外周面５
ｃに対して、被設されるようにメッキ処理で略全周が覆われて、芯材５ｂの中心軸に沿う
長手方向に連続して、電気的に導通可能な前記各連続金属膜層５ａ…が形成されている。
【０１２３】
　このため、更に、芯材５ｂの外周面５ｃの一部に、一列に被設して帯状若しくは糸状の
連続金属膜層を形成する場合に比して、この実施の形態のように、外周面５ｃの全周に均
一の厚さ寸法ｗ１のメッキ処理を施すことにより、熱流束方向と直交する方向の断面積の
大きさの管理が容易となると共に、前記芯材５ｂの直径方向寸法ｄ１等のアスペクト比を
用いて、容易に熱抵抗値の計算を行うことが出来る。
【０１２４】
  更に、この実施の形態では、前記第１，第２導電性金属として、熱電対３を構成する金
属線材４の断面積を、金属筒体５の連続金属膜層５ａの断面積に対して、約１／１８とす
ることにより、各々の対となる電極脚部の熱流量が、同等となるように熱流束の流れに直
交する面積比が設定されている。
【０１２５】
　このため、容易に、熱流量のバランスを取ることが出来て、更に、測定精度を向上させ
ることが出来る。
【０１２６】
  また、前記芯材５ｂが、伸長性の少ないフロロカーボン繊維材質で構成されている。
【０１２７】
　従って、前記芯材５ｂが、加工時若しくは測定使用時に、殆ど伸長しないので、この円
筒形状の連続金属膜層５ａを、薄膜層化しても、長手方向に引っ張られて、切断されるこ
とが無い。
【０１２８】
  更に、この実施の形態の前記芯材５ｂを構成する伸長性の少ない材質は、フッ素系樹脂
繊維を原料として造られたポリフッ化ビニリデン（フロロカーボン）である。
【０１２９】
　このため、加工時若しくは測定使用時に、殆ど伸長しないので、取り扱い性が容易で、
前記芯材を、比較的安価に構成出来ると共に、径方向寸法の設定が容易に行える。
【実施例１】
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【０１３０】
　図１０乃至図１１は、この発明の実施の形態の実施例１の熱流センサとしてのサーモパ
イルＳ１を示すものである。
【０１３１】
　なお、前記実施の形態と同一乃至均等な部分については、同一符号を付して説明する。
【０１３２】
　まず、図１０乃至図１１を用いて、この実施例１のサーモパイルＳ１の構成について説
明する。
【０１３３】
　この実施例１では、主に、エポキシ樹脂製の絶縁性樹脂材料によって構成される前記セ
ンサ基板２に、所定の配列及びピッチが設けられて、面内，外方向へ、貫通形成された複
数の第１，第２貫通孔９…，１０…には、等間隔で配置される複数の金属線材４…と、こ
れらの金属線材４…の列に対して、交互の列となるように、等間隔で配置された金属筒体
５…とが、電極脚部として埋設されている。
【０１３４】
　このうち、前記金属線材４…は、銅又は、ニッケル等の金属によって構成される第１導
電性金属であり、前記金属筒体５…を構成する第２導電性金属は、銅又は、ニッケル等の
金属とは、異種金属であるコンスタンタン等で構成されている。
【０１３５】
　そして、これらの第１，第２導電性金属のうち、センサ基板２の各側面２ｃ，２ｄに露
呈する各端部間が、前記第１導電性金属と同じ、第３導電性金属としての銅又は、ニッケ
ル等の金属を、メッキ処理することにより、形成される複数の表面金属層２６…によって
、接続されて、このセンサ基板２の両側面２ｃ，２ｄ間の温度差によって、起電可能な多
数対の熱電対１３…が、構成されている。
【０１３６】
　また、この実施例１の金属筒体５の芯材５ｂは、フッ素化合物であるフルオロカーボン
素材のうち、引張り強さ性能が良好なポリフッ化ビニリデン樹脂（以下、フロロカーボン
と記す。）が用いられている。
【０１３７】
　このポリフッ化ビニリデン樹脂で作られた断面略真円形状で、長手方向に糸状を呈する
芯材５ｂは、伸長比率で、ナイロンが約20～45％であるのに対して、同一条件下で、フロ
ロカーボンは約17～37％である。
【０１３８】
　更に、このフロロカーボンは、初期伸長が、ナイロンに比して少ない為、図６に示す様
な金型１５の外枠体１７にセットする際に、一定の張力を与えながら、キャビティ空間３
０内に配置しても、外周面５ｃに被設された連続金属膜層５ａが、芯材５ｂの周囲から剥
離等する虞が無い。
【０１３９】
　このため、所望の配列で、前記キャビティ空間３０内に、正確な位置精度で配置出来る
。
【０１４０】
　しかも、図７に示す様に、金型１５から、基材樹脂塊４０を取り出す際や、或いは、図
８に示す様に、前記ワイヤカッタ５０を用いて切断する際にも、長手方向への伸長量が少
ないと共に、中実構造となる金属筒体５の連続金属膜層５ａは、円筒形状を呈していても
、内側から、被設された芯材５ｂによって支持されているので、前記外周面５ｃに被設さ
れた連続金属膜層５ａが、変形したり或いは、剥離等する虞が無い。
【０１４１】
　更に、この実施の形態では、芯材５ｂに被設された前記金属筒体５の連続金属膜層５ａ
は、外側略全周から、流し込まれたエポキシ樹脂によってフィルされているので、内，外
両側面から圧着挟持される構成となる。
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【０１４２】
　このため、前記連続金属膜層５ａのメッキ処理による被設強度に拘わらず、形状安定性
が良好である。
【０１４３】
　また、このフロロカーボンの芯材５ｂは、分子配列が、縦方向（長手方向）に配列され
た単純構造の樹脂繊維材料であるので、前記ワイヤカッタ５０を用いて切断する際には、
前記センサ基板２の各側面２ｃ，２ｄに沿って、各芯材５ｂ…が、所望の長さで容易に切
断される。
【０１４４】
　次に、この実施例１のサーモパイルＳ１の製造順序に沿って、実施の形態と同様に、図
１乃至図１１を用いて説明する。
【０１４５】
　この実施例１のサーモパイルＳ１では、前記実施の形態の図３に示すような略正方形の
サーモパイルＳと略同様に、複数の熱電対１３…の配列が、マトリクス状となるように形
成される。
【０１４６】
　この実施例１では、図２中（ａ）に示す様に、フロロカーボンの芯材５ｂの直径を約０
．１５ｍｍとして、比較的、外周上の道程寸法を長く用いることが出来る、この芯材５ｂ
の外周面の略全面を覆うようにメッキ処理が、行われる。
【０１４７】
　このメッキ処理により、被設される連続金属膜層５ａ…の厚みｗ１は、約１～１０（ミ
クロン）、望ましくは、約２～３（ミクロン）で、図２中（ｂ）に示す様に、例えば、線
状のコンスタンタン材２５を使用する場合の加工限界である直径約φ１００（ミクロン）
の直径ｄ２の場合に比して、小さな直径ｄ３の線材と同様に、断面積を減少させて、熱抵
抗を増大させる方向への調整が容易に行える。
【０１４８】
　また、この実施例１では、前記金型１５のキャビティ空間３０内の空洞で、この連続金
属膜層５ａが設けられている芯材５ｂが、折り返されて、往復されることにより、相互に
平行となるように、しかも等間隔で張設されて配索される。
【０１４９】
　このため、一本の芯材５ｂから、複数の金属筒体５…が、所定寸法（略板厚寸法ｈ）で
埋設された状態の複数枚のセンサ基板２…が、形成出来、規格安定性が良好な熱電対が得
られる。
【０１５０】
　従って、金属筒体５…をメッキ処理する際にも、一本の芯材５ｂの外周面５ｃに、第１
導電性金属又は第２導電性金属を被設すればよいので、容易に多数の金属筒体５…を作成
できる。
【０１５１】
　次に、前記金型１５の外枠体１７に、銅製の長尺状の金属線材４が、巻付けられる。
【０１５２】
　この実施例１では、この金属線材４の直径を、約０．０５ｍｍ未満としていて、前記金
型１５のキャビティ空間３０内の空洞を横断するように往復されて張設されることにより
、相互に平行で等間隔を有すると共に、前記芯材５ｂ…に対しても、平行となるように配
索される。
【０１５３】
　そして、この組み付けられた金型１５が、前記台座１６と共に、前記液状樹脂材槽内に
浸けられるか、或いは、図６に示す様に、液状のエポキシ樹脂材３９が流し込まれて、キ
ャビティ空間３０内の空洞が、充填される。
【０１５４】
　前記流入開口部１７ａから流し込まれた液状のエポキシ樹脂材３９は、各金属線材４…
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及び、外周面５ｃに連続金属膜層５ａが形成された金属筒体５…間の間隙を埋めるように
、円滑に行き渡り、空洞部分を残存させる可能性を減少させることができる。
【０１５５】
　更に、図６に示すように、前記流入開口部１７ａによって形成されているキャビティ空
間３０内の空洞の上方を開放しておくことにより、前記液状のエポキシ樹脂材３９の充填
状況を目視で確認することも出来る。
【０１５６】
　一定時間経過後等、所望の硬度まで、前記エポキシ樹脂材３９が硬化した後、図７に示
すように、略直方体形状の基材樹脂塊４０を、前記金型１５から取り外す。
【０１５７】
　この基材樹脂塊４０は、図８に示すように内部に、各金属線材４…及び前記金属筒体５
…が、平行に張設された状態で、相対位置が変動しないように、所望の間隔を置いて配列
されて固定されている。
【０１５８】
　次に、図８中（ａ）に示すように、前記基材樹脂塊４０に埋設されている各金属線材４
…及び前記金属筒体５…を、そのままの状態として、図８中（ｂ）に示すように、ワイヤ
カッタ５０等を用いて切断すると、これらの各金属線材４…及び前記金属筒体５…の配列
は、所望の位置のまま、良好な取付精度を有して埋設されている。
【０１５９】
　従って、熱電対１３…の面密度が高いセンサ基板２…となるように、各金属線材４及び
金属筒体５を近接配置させたり、或いは、センサ基板２の板厚ｄを薄く設定することが出
来る。
【０１６０】
　また、各金属線材４及び金属筒体５が細く、剪断方向へ容易に切断可能である。
【０１６１】
　特に、この実施例１では、前記金属線材４の直径ｄ３を、小さく設定して、熱流束に対
する熱抵抗を増大させても、前記金属筒体５の連続金属膜層５ａの断面積が充分に小さい
ので、更に、エポキシ樹脂でフィルされた金属線材４の直径ｄ３を、小さく設定して、切
断を容易に行うことが出来る。
【０１６２】
　よって、熱抵抗を小さく設定出来ると共に、センサ基板２の熱容量も小さく設定出来、
被測定物Ｙから流入する熱流量Ｑを減少させて、計測への影響を少なくし、熱流束量の正
確な測定が可能となる均衡状態に至るまでの時間を短縮出来る。
【０１６３】
　このように、この実施例１では、前記実施の形態の作用効果に加えて、センサ基板２の
両側面２ｃ，２ｄに銅メッキ処理を行う為、表面金属層２６…により、銅製の金属線材４
の直径ｄ３を、小さく設定しても、同種金属間で容易に接続出来、図１１に示す様に、メ
ッキ処理が施されることにより、確実に、各側面２ｃ，２ｄ間が、各金属線材４…及び、
金属筒体５…によって、直列接続される。
【０１６４】
　このため、微細なエッチング処理によって、接続不良が発生する虞が減少し、図１０中
に示すように、センサ基板２の一方の側面２ｃ上に短冊状（長方形状）の表面金属層２６
…が、ジグザグに複数個、配列され、図１１に示す様に、他方の側面２ｄ上にジグザグに
複数個、配列された同様な短冊状の表面金属層２６…が配列されて、面内外方向の重複部
分で結線された複数の熱電対１３…が、面状に略均等に配分される。
【０１６５】
　このような熱伝導率の高い短冊状の表面金属層２６…が、異種金属同士を接続する熱電
対１３の接点を構成しているので、更に、被測定物Ｙの表面部位における温度分布差によ
って、測定される熱流束値が影響を受けないように、測定精度が良好なサーモパイルＳ１
を構成することができる。
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【０１６６】
　他の構成及び作用効果については、前記実施の形態の熱流センサの製造方法と略同一で
あるので、説明を省略する。
【０１６７】
  以上、本発明の実施の形態の及び実施例１の熱流センサ及び熱流センサの製造方法を、
図１乃至図１３を用いて説明してきたが、特にこれに限らず、例えば、この実施の形態の
熱流センサでは、前記基材樹脂塊４０内には、前記第１導電性金属としての銅製の金属線
材４とは、異種金属である第２導電性金属であるコンスタンタン製の金属筒体５が、平行
に張設されて固定されているが、特にこれに限らず、他の金属製素材で構成されて、異種
金属間で熱電対を構成可能で、複数の熱電対が所望の間隔を置いて配列なものであれば、
どのようなものであっても良く、例えば、前記第１導電性金属又は、第２導電性金属のう
ち、少なくとも何れか一方が、予め平行に張設されて固定されて、センサ基板２として薄
板状に切り出された後、他方をこのセンサ基板２内の所望の位置に埋設したり、或いは、
メッキ処理を行う際に前記第１，第２貫通孔９，１０…の何れかに第１導電性金属又は、
第２導電性金属を、付着させて埋設したり、溶融した金属材料を面延設へ流して、前記第
１，第２貫通孔９，１０…の何れかに第１導電性金属又は、第２導電性金属を埋設しても
よい。
【０１６８】
　また、前記実施の形態では、一方の第１導電性金属として、銅又はニッケルを、他方の
第２導電性金属としてのコンスタンタンを、用いているが、特にこれに限らず、一方の第
１導電性金属として、コンスタンタンを、他方の第２導電性金属としての銅又はニッケル
を、用いても、異種金属材料であれば、どのような組み合わせであってもよい。
【０１６９】
　そして、前記実施の形態及び実施例１では、他の補償導線合金により構成される第３導
電性金属からなる表面金属層６，２６を、第１導電性金属若しくは第２導電性金属である
コンスタンタン，銅又はニッケル及びこれらの合金を用いて構成して説明してきたが、特
にこれに限らず、異なる金属であっても、前記中間金属の法則により、Ｔ１－Ｔ２間に温
度差が生じても、起電しない金属であれば、どのようなものであってもよく、前記側面２
ｃ若しくは側面２ｄ内として、同一の平面内に存在するものであれば、第１導電性金属若
しくは第２導電性金属であるコンスタンタン，銅又はニッケル及びこれらの合金とは、異
なる三種金属によって構成してもよい。
【０１７０】
　更に、この実施の形態では、メッキ処理により、前記第３導電性金属からなる表面金属
層６，２６を形成しているが、フォトエッチング等の処理を行ってもよい。この場合、更
に微少で、複雑な平板形状とすることが出来る。
【０１７１】
　そして、前記金属筒体５の芯材５ｂとして、センサ基板２の両側面間を貫通する絶縁材
料であるポリフッ化ビニリデン樹脂（フロロカーボン）製の糸状の素材を用いているが、
特にこれに限らず、芯材５ｂを、フッ素系樹脂繊維を原料として造られている伸長性の少
ない材質であれば、例えば、フッ化ビニリデン、ビニロン、ケプラー等若しくはこれらの
合成繊維等であってもよく、また、モノフィラメント等、分子配列が縦方向に配列された
単純構造の樹脂繊維材料や、テグス等、所謂繊維素材であっても良く、更に、センサ基板
２であるエポキシ樹脂と同等の膨張率及び強度等の性能を有するものであれば、尚良い。
【０１７２】
　また、前記芯材５ｂを構成する伸長性の少ない材質が、分子配列が縦方向に配列された
単純構造の樹脂繊維材料を用いると、剪断方向に容易に切断可能で、更に取り扱い性が容
易なものとなる。
【０１７３】
　更に、前記芯材として、センサ基板２であるエポキシ樹脂と同等の膨張率及び強度等の
性能を有するエポキシ樹脂及びこれらの合成物を用いることにより、更に、物理的変形へ
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せて、所望の熱伝導状態を保持させることができる。
【０１７４】
  上述してきたように、この熱流センサの製造方法では、予め芯材５ｂの外周面５ｃに沿
って、前記コンスタンタン素材、銅又はニッケル素材のうち、少なくとも何れか一方が被
設されているので、容易に、熱流束方向と直交する方向の断面積を増減等、設定出来、熱
抵抗の最適なバランスを得ることが出来る熱流センサが提供される。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本発明に係わる熱流センサは、建築の分野で、建材としての断熱材の開発等に用いられ
、施工後でも、外側面又は内側面から添着させることにより、容易に、温度測定、放射熱
量若しくは、熱流束の測定に用いることが出来る。
【０１７６】
　また、パイル状に構成されたサーモパイルに用いることにより、添着可能な外表面形状
を呈する被測定物を広く全般に計測することが出来、熱流センサ及び温度センサとして、
広い範囲で受熱した熱の空間的な平均を採用した熱流束の測定が可能となり、良好な測定
精度が必要とされる他の分野、例えば、人体温度測定、各種産業機器、ＯＡ機器、車両等
の運輸機器等の温度測定、放射熱量若しくは、熱流束の測定に用いて好適なものである。
【符号の説明】
【０１７７】
Ｓ，Ｓ１　　　　　　サーモパイル（熱流センサ）
２　　　　　　　　　センサ基板（基板）
２ｃ　　　　　　　　一側面
２ｄ　　　　　　　　他側面
３　　　　　　　　　熱電対
４　　　　　　　　　金属線材（第１導電性金属としての銅又はニッケル）
５　　　　　　　　　金属筒材（第２導電性金属としてのコンスタンタン）
５ａ　　　　　　　　連続金属膜層
５ｂ　　　　　　　　芯材
５ｃ　　　　　　　　外周面
６，２６　　　　　　表面金属層
９，１０　　　　　　第１，第２貫通孔（貫通孔）
１５　　　　　　　　金型（型枠）
３９　　　　　　　　エポキシ樹脂材
４０　　　　　　　　基材樹脂塊
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